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第１章 定住自立圏共生ビジョンにおける基本的事項 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

 

第１章 定住自立圏共生ビジョンにおける基本的事項 

１ 定住自立圏構想について 

 

全国的に進行する少子高齢化による人口減少や東京一極集中を是正し、各地域がそれぞれ

の特徴を生かした自律的で持続的な社会を創生することを目指す「地方創生」の動きの中

で、地域的な一体感が醸成されている定住自立圏の更なる発展に向けて取組内容を深化する

ことが重要であるとされています。 

定住自立圏構想は、「中心市」と「構成市町村」が相互に役割分担し、連携・協力するこ

とにより、圏域全体として必要な生活機能等を確保するとともに、生活利便性や地域の魅力

の向上を図り、安心して暮らせる地域を形成することを目的としています。 

 

２ 定住自立圏の名称 

 

 衣浦定住自立圏 

 

３ 圏域を形成する市町 

 

刈谷市、知立市、高浜市、東浦町 

 ＜ 愛知県 ＞ 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

衣浦定住自立圏域 

高浜市 

位 置 図 

刈谷市 

東浦町 

知立市 
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第１章 定住自立圏共生ビジョンにおける基本的事項 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

４ 定住自立圏共生ビジョン策定の目的 

 

定住自立圏共生ビジョンは、定住自立圏構想推進要綱（平成 20 年総行応第 39 号）及び定

住自立圏の形成に関する協定書に基づき、刈谷市、知立市、高浜市及び東浦町が密接に連携、

協力して、圏域全体の安心感や利便性の向上、圏域全体のつながりの強化、郷土への魅力や

誇りの創出により豊かに暮らすことができる地域づくりに努めていくことを目的として具体

的取組等を示すものです。 

 

５ 期間 

 

第２次衣浦定住自立圏共生ビジョン（後期ビジョン）の計画期間は、令和 8 年度～12 年度

の５年間とします。 
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第２章 定住自立圏の将来像 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

第２章 定住自立圏の将来像 

１ 圏域の概要 

 

当圏域は、愛知県のほぼ中央に位置し、境川流域や衣浦湾に育まれた平野部であり、水と

緑が調和した美しく豊かな自然を有しています。 

 

歴史的にも、徳川家康の実母、於大の方のふるさとの地として重要な役割を果たすととも

に、江戸時代、東海道五十三次の 39 番目の宿場「池鯉鮒宿」として文化や経済の交流拠点と

して、また刈谷藩の城下町として発展してきました。さらに日本三大瓦のひとつ「三州瓦」

の生産地として、古くからこの地方のものづくり文化を支えてきました。 

 

現在は、ＪＲ東海道本線、ＪＲ武豊線、名鉄名古屋本線、名鉄三河線などの鉄道や、伊勢湾

岸自動車道、知多半島道路、国道１号、23 号、155 号、366 号、419 号などにより、名古屋

市を始め各都市と連絡しており、交通や物流の要衝として発展するとともに、全国屈指のも

のづくり産業の拠点として、トヨタ系企業への通勤者をはじめ周辺市町から多くの人々が流

入するとともに、広域的な人の流れを創出しています。 

 

また、当圏域は強固な産業基盤に支えられ、安定した財政基盤により、住民生活に必要な

生活機能をはじめ、福祉・教育・都市基盤などの施策の充実に努め、働くまちと住むまちと

の共生を積極的に進め、都市的機能の集積を図ってきました。さらに、それぞれの市町が個

性を生かし、お互いに切磋琢磨しながら、独自の施策を展開し、住民にとって住みやすいま

ちづくりを進めています。 
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第２章 定住自立圏の将来像 

 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

２ 圏域を構成する市町の概要 

 

刈谷市（中心市） 人が輝く 安心快適な産業文化都市 

刈谷藩の城下町として発展してきた刈谷市は、明治以降、東海道本線、三河鉄道（現名鉄

三河線）の開通により、交通の要衝として発展するとともに、大正末期にはトヨタ系企業の

誘致により近代産業都市としての足掛かりを得て、現在では自動車関連産業の集積地として

発展を遂げました。 

中心市として圏域住民の利便性の向上を図るため、圏域の中心的な交通結節点であり、商

業、医療、文化施設などが集積する刈谷駅の周辺地区について、引き続き土地の高度利用を

図り、都市機能の集約を進めます。また、伊勢湾岸自動車道刈谷パーキングエリアに整備し

た刈谷スマートＩＣなどにより物流の効率化を図り、産業の更なる発展を目指すとともに、

刈谷ハイウェイオアシスなどにおいて圏域情報を発信することで、圏域の活性化を図ります。 

 

 

 

 

 
 

知立市 『輝くまち みんなの知立』 

～にぎわう・つながる  自分らしさをかなえるまち～ 

知立市は、愛知県のほぼ中央に位置し、主要国道、県道、名鉄本線・三河線が行き交う交通

の要衝です。面積は４キロ四方ですが、人口密度は三河 No.1 で、公共施設や買物等、どこへ

行くにも近くて便利なコンパクトシティ「ちっちゃいし ちかいし ちりゅうし♪」です。 

歴史が古く、江戸時代に東海道 39 番目の宿場町として栄えた「池鯉鮒宿」や東海道松並

木、ユネスコ無形文化遺産に登録された「知立の山車文楽とからくり」が有名です。 

知立市まちづくり基本条例では「協働によるまちづくり」を掲げ、市民と一丸となった市

政運営に取り組んでいます。現在、「100 年に 1 度のまちづくり」として、知立駅の鉄道高架

や駅周辺の区画整理事業等を進めており、今まで以上に交通面や生活面で利便性の高い賑わ

い溢れるまちを実現することで、圏域の活性化を図ります。 

 

 

 

 

 

小堤西池のカキツバタ群落 

刈谷ハイウェイオアシス 

万燈祭 

知立まつり 知立駅付近連続立体交差事業 東海道松並木 



 

 

 

5 

第２章 定住自立圏の将来像 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

 
高浜市 人と想いが つなぐつながる しあわせなまち 大家族たかはま 

高浜市は、衣浦大橋など西三河地域と知多半島を結ぶ交通の要衝としての役割を担うとと

もに、良質な粘土に恵まれ、江戸時代より三州瓦の一大生産地として栄え、この地方のもの

づくり文化を支えてきました。現在では、第 2 次産業への就業率が高く、市内を走る幹線道

路を使って近隣市に通勤している方も多く、日常の買い物にも快適なベッドタウンともなっ

ています。 

コンパクトな地域特性を活かし、市民が自ら考え、自主的・自立的にまちづくりに取り組

むことができる風土を育み、暮らしやすく「いつまでも住み続けたい」と思えるまちづくり

を進め、圏域の活性化を図ります。 

 

 

 

 

 

 
東浦町 つくる つながる ささえあう 

幸せと絆を実感できるまち 東浦 

徳川家康の実母（於大の方）の出生地である東浦町は、自然豊かでにぎわいのある、都会

でも田舎でもなく、人と人、住民・事業者と行政が顔の見える「ちょうどいい」距離感が保て

るまちです。 

交通アクセスの面では、東部には JR 武豊線と国道 366 号が、西部には名鉄河和線と知多

半島道路東浦知多インターチェンジがあり、中部国際空港や名古屋方面へいずれも 30 分程

度で行くことができます。また、刈谷市へつながる平成大橋を利用すると三河方面へのアク

セスも良好です。 

製造業を中心とした雇用の場、豊かな緑に囲まれた住環境、そして、名古屋大都市圏と製

造業の一大集積地である西三河地域との結節点にあるという地の利を生かし、圏域構成市と

のつながりから新たな魅力や活力を生み出すことで、圏域の活性化を図ります。 

 

 

 

 

高浜のとりめし おまんとまつり 巨大鬼面 

於大まつり 於大公園 東浦ぶどう 
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第２章 定住自立圏の将来像 

 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

３ 将来における人口の見通しと将来像 

 

（１）総人口 

国立社会保障・人口問題研究所の推計による令和 2 年（2020 年）国勢調査人口を基準

とした人口推計では、本圏域の人口は今後徐々に減少し、令和 27 年（2045 年）には、

310,225 人になると予測されています。 

今後、各市町がそれぞれのまちづくりの方向性に基づいた、個性豊かなまちづくりを推

進するとともに、本ビジョンに基づき各種施策に取り組むことで、圏域として長期的な人

口増加及び継続的な人口維持を果たし、令和 27 年（2045 年）における人口 322,580 人

を目標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第 2 次共生ビジョン（後期ビジョン）における人口の将来展望は構成市町の人口ビジョンの合計 

  実績値は構成市町の令和 2 年（2020 年）及び令和７年（2025 年）10 月 1 日時点住民基本台帳人口の合計 

  社人研推計は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５年（2023 年）推計）」 
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第２章 定住自立圏の将来像 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

（２）年齢３区分別人口 

圏域が目標に掲げる人口の将来展望における年齢３区分別人口は、令和７年（2025

年）では、年少人口（０~14 歳）が 42,856 人（総人口に対する構成比 13.2％）、生産年

齢人口（15~64 歳）が 212,039 人（65.3％）、老年人口（65 歳以上）が 69,600 人

（21.5％）となっています。 

今後は、高齢化が顕著に進行することが見込まれており、令和 27 年（2045 年）の年

齢別人口構成比は、年少人口が 42,232 人（13.1％）、生産年齢人口 189,398 人

（58.7％）、老年人口 90,950 人（28.2％）になると想定しています。 

 

 

※ 令和 2 年（2020 年）及び令和７年（2025 年）は構成市町の 10 月 1 日時点住民基本台帳人口の合計 

   令和 12 年（2030 年）以降は構成市町の人口ビジョンに基づき作成 
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第２章 定住自立圏の将来像 

 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

４ 圏域の将来像 

 

日本全体では、高齢化とともに、少子化が急速に進行し、平成 23 年（2011 年）には、人

口が継続して減少する「人口減少社会」に入ったといわれています。これにより労働力の減

少、社会保障費の増大による現役世代の負担増、個人消費の落ち込みなど、従来の社会保障

制度や経済状況に大きな影響が生じています。 

 

また、東京圏への過度な一極集中を是正し、各地域がそれぞれの特徴をいかした自律的で

持続的な社会を創生することを目指し、地域間連携の強化などの促進が求められています。 

 

加えて、新型コロナウイルス感染症の拡大や急激な物価高騰は、本圏域も例外ではなく住

民の生活や圏域の経済活動に大きな影響を与えました。 

 

こうした中、令和 7 年 10 月１日時点における当圏域の住民基本台帳人口は、令和 2 年 10

月 1 日時点と比較し微減となりましたが、引き続き堅調な産業基盤に支えられ、今後もしば

らく増加することが見込まれているものの、長期的な視点においては減少が見込まれていま

す。 

 

このような認識のもと、「衣浦定住自立圏」として、当圏域のすべての市町が協力して、持

続可能な地域社会を確立する必要があります。各市町の自主性を重んじつつ、相互の連携を

深めながら、それぞれの自治体が有する都市機能や地域資源を有効に活用し、住民の生活に

必要な機能の効率的な確保に努めます。そして住民ニーズへの対応や社会的課題の解決に取

り組むことで、安心かつ快適に暮らし、誰もが住み続けたいと実感できる圏域づくりを目指

します。 
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第２章 定住自立圏の将来像 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刈谷市マスコットキャラクター 

「かつなりくん」 

知立市マスコットキャラクター 

「ちりゅっぴ」 

高浜とりめし学会マスコットキャラクター 

「めしどりちゃん」 

東浦町マスコットキャラクター 

「おだいちゃん」 
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第３章 定住自立圏における取組一覧 

 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

第３章 定住自立圏における取組一覧 

１ 定住自立圏における取組一覧 

 

（１）生活機能の強化に関する分野 

 

取組分野     取組              取組事業 

医療健康 ―― 病 診 連 携 の 推 進 ― 地 域 医 療 ネ ッ ト ワ ー ク 推 進 事 業 

    医療・介護関係者等連携強化事業 

     

福  祉 ―― 福祉サービスの連携の促進 ― 地域活動支援センター相互利用事業 

    医療的ケア児等支援体制連携事業 

    在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業 

    子育て支援センター相互利用事業 

     

教育文化 ―― 美 術 館 等 の 入 館 の 促 進 ― 美 術 館 等 入 館 促 進 事 業 

     

 ―  博物館等の入館の促進  ― 博 物 館 等 入 館 促 進 事 業 

     

 ― 特 別 支 援 学 校 の 運 営 ― 特 別 支 援 学 校 運 営 事 業 

     

 ― 教育文化施設等の相互利用 ― 教 育 文 化 施 設 等 相 互 利 用 事 業 

     

 ― 大 学 連 携 講 座 の 開 催  ― 大 学 連 携 講 座 開 催 事 業 

     

 ― 図 書 等 の 相 互 貸 出 し  ― 図 書 館 相 互 利 用 促 進 事 業 

     

そ の 他  ―― 火 葬 施 設 の 相 互 利 用  ― 火 葬 施 設 相 互 援 助 事 業 
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第３章 定住自立圏における取組一覧 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

（２）結びつきやネットワークの強化に関する分野 

 

取組分野     取組              取組事業 

公共交通 ―― 行政バスの広域利用の推進 ― コ ミ ュニ ティ バス 連携 促 進事 業 

    コ ミ ュニ ティ バス 広報 活 用事 業 

    刈谷市コミュニティバス「かりまる」運行事業 

    知 立 市 ミ ニ バ ス 運 行 事 業 

    高浜市コミュニティバス運行事業 

    東 浦 町 「 う ･ ら ･ ら 」 運 行 事 業 

     

観 光 ―― 広 域 観 光 事 業 の 推 進 ― 出 展 等 交 流 事 業 

    観 光 情 報 発 信 事 業 

    オ ア シ ス 館 刈 谷 活 用 事 業 

     

そ の 他  ―― 道路及び河川の整備の推進 ― 道 路 河 川 整 備 促 進 事 業 

 

 

（３）圏域マネジメント能力の強化に関する分野 

 

取組分野     取組               取組事業 

共存協働 ―― ボランティア活動等の支援体 

制の構築 

― ボランティア活動情報サイト活用事業 

   ボランティア活動団体相互交流事業 

     

そ の 他  ―― 職 員 合 同 研 修 会 の 開 催 ― 職 員 合 同 研 修 実 施 事 業 

     

 ― 共 同 調 達 の 推 進 ― 共 同 調 達 推 進 事 業 
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第４章 定住自立圏における具体的取組 

 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

第４章 定住自立圏における具体的取組 

１ 生活機能の強化に関する分野 

（１）医療健康 

①病診連携の推進 

形成協定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

取組の内容 
中核医療機関と圏域内の診療所等との連携を強化することにより、医療環境等

の充実を図る。 

甲の役割 甲は、病診連携等の取組に対し、必要な支援を行う。 

乙の役割 乙は、甲と連携して、病診連携等の取組に対し、必要な支援を行う。 

※甲は刈谷市、乙は構成市町をいう。（以降同様） 

具体的取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（ａ）地域医療連携ネットワーク推進事業 

関係市町 刈谷市、知立市、高浜市、東浦町 

事業概要 

刈谷豊田総合病院と圏域内の診療所などとの間をインターネットを通じてオ

ンライン化することにより、紹介時の診療予約、検査予約の効率化や診療情報

の共有化など、刈谷豊田総合病院を中核とした地域医療連携ネットワークを

推進する。 

効果 

刈谷豊田総合病院と圏域内の診療所などとの効率的な連携により、住民にと

ってかかりつけ医からの検査予約、紹介による診療予約などについて、利便性

が向上する。また、刈谷豊田総合病院と圏域内診療所などとの役割が分担さ

れ、必要な者が必要な医療を適切に受ける環境が整う。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 地域医療ネットワークの推進 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

― ― ― ― ― ― 

関係市町の 

役割分担 

【刈谷市】 

・刈谷豊田総合病院との連絡調整を行う。 

【全市町】 

・地域医療連携ネットワークの推進について協議する。 

※事業費は、毎年度の決算、予算により定めます。参考として、現時点での見込額を記載しています。 

 （以降同様） 
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第４章 定住自立圏における具体的取組 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

 

（ｂ）医療・介護関係者等連携強化事業 

関係市町 刈谷市、知立市、高浜市、東浦町 

事業概要 
圏域の中核医療機関である刈谷豊田総合病院で、地域の医療機関従事者、ケア

マネジャー、ヘルパーなどを対象とした研修などを開催する。 

効果 関係機関の連携が強化され医療関係者の資質が向上する。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 研修等の実施 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

― ― ― ― ― ― 

関係市町の 

役割分担 

【刈谷市】 

・刈谷豊田総合病院との連絡調整を行う。 

【全市町】 

・研修などの情報を関係機関へ広報する。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

刈谷豊田総合病院での初診患者の紹介状持参

率 
79.9％ 85％ 
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第４章 定住自立圏における具体的取組 

 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

（２）福祉 

①福祉サービスの連携の促進 

形成協定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

取組の内容 
甲及び乙が連携し、障害者及び高齢者に対する福祉サービス並びに子育て支援

の充実を図る。 

甲の役割 
甲は、乙と連携して、圏域の障害者及び高齢者に対する福祉サービス並びに子

育て支援の質的向上に必要な事業を実施する。 

乙の役割 
乙は、甲と連携して、圏域の障害者及び高齢者に対する福祉サービス並びに子

育て支援の質的向上に必要な事業を実施する。 

 

具体的取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（ａ）地域活動支援センター相互利用事業 

関係市町 刈谷市、知立市、高浜市、東浦町 

事業概要 圏域内の市町における地域活動支援センターの相互利用を可能とする。 

効果 
圏域市町における障害者の事業所選択の幅が広がるとともに、生活習慣や外

出習慣にあわせた利用が可能となり、社会参加の促進効果が期待できる。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 地域活動支援センターの相互利用 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

1,040 1,144 1,248 1,352 1,456 6,240 

関係市町の 

役割分担 

【刈谷市、知立市、東浦町】 

・地域活動支援センター利用希望者の受け入れを行う。 

【全市町】 

・相互利用する事業所との連携、調整 

・負担金の予算措置 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

相互利用による他市町利用者数（４市町合計） 8 人 13 人 
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第４章 定住自立圏における具体的取組 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

（ｂ）医療的ケア児等支援体制連携事業 

関係市町 刈谷市、知立市、高浜市、東浦町 

事業概要 
医療的ケア児等への支援に関して、圏域市町の状況、課題や取組事例、地域資

源等について、情報共有や調査研究等を行い、連携体制の構築を目指す。 

効果 

保健、医療、福祉、教育等の多職種が関わる医療的ケア児に対し、対象児やそ

の家族を地域で支える体制の構築や圏域市町における支援体制の向上が見込

める。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 情報交換会、連絡会等の開催 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

― ― ― ― ― ― 

関係市町の 

役割分担 

【全市町】 

・医療的ケア児等の支援のための協議の場に関する情報の共有 

・医療的ケア児等が利用可能な事業所等の把握 

・医療的ケア児等の支援に関する調査研究 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

情報交換会等の年間開催回数 1 回 1 回 
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第４章 定住自立圏における具体的取組 

 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

（ｃ）在宅医療・介護連携推進事業 

関係市町 刈谷市、知立市、高浜市 

事業概要 

医療や介護を必要とする高齢者が、住みなれた地域で安心して生活すること

ができるよう、在宅医療と介護の連携を進め、3 市に在住する高齢者の保健福

祉の増進と地域包括ケアシステムの構築を行う。 

効果 
３市に在住する医療や介護が必要な高齢者が住みなれた地域で安心して生活

することができる。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 広域的な医療介護連携に関する取組を企画・立案し、実行 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 87,500 

関係市町の 

役割分担 

【刈谷市、知立市、高浜市】 

・お互いに企画・立案時に多職種向け・市民向け研修内容を検討し、刈谷医師

会圏域で必要な知識の普及啓発をする。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

多職種研修年間延べ参加数 115 人 150 人 
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第４章 定住自立圏における具体的取組 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

（ｄ）子育て支援センター相互利用事業 

関係市町 刈谷市、知立市、高浜市、東浦町 

事業概要 圏域内の子育て支援センター相互利用を行い、サービスの向上を図る。 

効果 圏域内の子育てサービスの向上が見込める。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 子育て支援センターの相互利用 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

― ― ― ― ― ― 

関係市町の 

役割分担 

【全市町】 

・子育て支援センター利用希望者の受け入れを行う。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

年間総利用組数（4 市町合計） 2,516 組 2,650 組 
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第４章 定住自立圏における具体的取組 

 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

（３）教育文化 

①美術館等の入館の促進 

形成協定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

取組の内容 
美術館等にて開催する企画展のチケット購入における利便性を向上させ、及び

相互ＰＲを行うことにより、圏域住民の文化活動の活性化を図る。 

甲の役割 
甲は、乙と連携して、それぞれが設置する美術館等にて開催する企画展の観覧

料の割引及びＰＲを行う。 

乙の役割 
乙は、甲と連携して、それぞれが設置する美術館等にて開催する企画展の観覧

料の割引及びＰＲを行う。 

 

具体的取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（ａ）美術館等入館促進事業 

関係市町 刈谷市、高浜市 

事業概要 

刈谷市美術館及び高浜市やきものの里かわら美術館・図書館等にて開催する

企画展のＰＲを相互に行うとともに、チケットの相互割引等をすることによ

り、圏域住民の文化活動の活性化を図る。 

効果 

相互にＰＲすることにより情報をより多くの人に発信できる。また、チケット

の相互割引をすることで、利用者の来館のきっかけとなり、来館意欲が向上

し、入館の促進につながる。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 美術館にて開催する企画展の相互ＰＲ及び相互割引の実施 

 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

― ― ― ― ― ― 

関係市町の 

役割分担 

【刈谷市、高浜市】 

・半券提示による観覧料割引及びポスターやチラシの掲示等による相互ＰＲ

を実施する。 
 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

相互割引による入館件数（両市美術館の合計） 582 枚 670 件 
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第４章 定住自立圏における具体的取組 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

②博物館等の入館の促進 

形成協定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

取組の内容 
博物館等にて開催する企画展のＰＲを相互に行うことにより、圏域住民の文化

活動の活性化を図る。 

甲の役割 
甲は、乙と連携して、それぞれが設置する博物館等にて開催する企画展のＰＲ

を行う。 

乙の役割 
乙は、甲と連携して、それぞれが設置する博物館等にて開催する企画展のＰＲ

を行う。 

 

具体的取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（ａ）博物館等入館促進事業 

関係市町 刈谷市、知立市、東浦町 

事業概要 

刈谷市歴史博物館、刈谷市郷土資料館、知立市歴史民俗資料館、東浦町郷土資

料館（うのはな館）において、企画展のポスターやチラシなどの案内コーナー

の設置を行う。 

効果 住民の文化活動が活性化し、博物館等の利用率が向上する。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 企画展の相互ＰＲ 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

― ― ― ― ― ― 

関係市町の 

役割分担 

【刈谷市、知立市、東浦町】 

・ポスター等の掲示箇所は各施設で確保し、関係市町のポスター等を優先的に

掲示する。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

年間総入館者数（３市町４博物館等合計） 88,004 人 92,400 人 
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第４章 定住自立圏における具体的取組 

 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

③特別支援学校の運営 

形成協定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

取組の内容 
特別支援学校において、個々の状況に合わせた専門的な障害児教育を行うとと

もに、関係機関と連携し、圏域内の特別支援教育の充実を図る。 

甲の役割 甲は、乙及び関係機関と連携して、特別支援学校の運営を行う。 

乙の役割 乙は、甲と連携して、特別支援学校の運営に対し、必要な支援を行う。 

 

具体的取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（ａ）特別支援学校運営事業 

関係市町 刈谷市、知立市、高浜市 

事業概要 
個々の状況に合わせた専門的な障害児教育を行うとともに、各市内の小中学

校、病院、福祉施設等との連携を進める。 

効果 
圏域内の特別支援教育全体の充実が図られる。 

 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 ・特別支援学校の運営 

・関係市連絡会議の開催 

事業費 

（千円） 
令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

 185,796 185,355 195,836 193,373 193,770 954,130 

関係市町の 

役割分担 

【刈谷市、知立市、高浜市】 

・各市内にある関係機関との連携、調整 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

居住地校交流事業による地元小中学校との交

流回数 
44 回 45 回 

  

 

  



 

 

 

21 

第４章 定住自立圏における具体的取組 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

④教育文化施設等の相互利用 

形成協定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

取組の内容 
教育文化施設等の相互利用を可能とし、圏域住民の利便性の向上並びに生涯学

習及びスポーツの振興を図る。 

甲の役割 
甲は、甲が設置する教育文化施設等について、乙に在住する者の利用を可能と

する。 

乙の役割 
乙は、乙が設置する教育文化施設等について、甲に在住、在勤又は在学する者

の利用を可能とする。 

 

具体的取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（ａ）教育文化施設等相互利用事業 

関係市町 刈谷市、東浦町 

事業概要 

東浦町に在住する者は、次の刈谷市の公共施設を市内料金で利用でき、刈谷市

に在住、在勤又は在学する者は、次の東浦町の公共施設を町内料金で利用でき

るようにする。 

【刈谷市】 

十朋亭、刈谷市産業振興センター、洲原ロッジ、南部生涯学習センター、北部

生涯学習センター、中央生涯学習センター、刈谷市体育館、刈谷球場、港町グ

ラウンド、ウィングアリーナ刈谷、ウェーブスタジアム刈谷、グリーングラウ

ンド刈谷、刈谷市民ホール 

【東浦町】 

東浦町文化センター、東浦町勤労福祉会館、東浦文化広場（東浦町体育館・は

なのき会館・テニスコート）、東浦町営第１グラウンド、東浦町営第２グラウ

ンド、東浦町営北部グラウンド、東浦町営西部グラウンド、東浦町岡田川テニ

ス場、東浦町営南部グラウンド、東浦みどり浜緑地多目的広場 

効果 

公共施設の利用について、市町内料金の適用範囲を拡大することにより、以下

の効果が期待できる。 

・施設稼働率の維持又は拡大 

・圏域定住へのインセンティブ効果 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 相互利用の継続実施 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

― ― ― ― ― ― 

関係市町の 

役割分担 

【刈谷市】 

・東浦町に在住する者の利用について、市内料金を適用する。 

【東浦町】 

・刈谷市に在住、在勤又は在学する者の利用について、町内料金を適用する。 
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第４章 定住自立圏における具体的取組 

 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

刈谷市中央生涯学習センター年間稼働率（控室

を除く） 
49.7％ 53.0％ 

刈谷市体育館年間稼働率 68.3% 63.0％ 

東浦町文化センター年間稼働率 28.5% 35.0％ 

東浦町体育館年間稼働率 39.7% 45.0％ 

 

 

 

 

                                

 

 

 

刈谷市総合文化センター 

                                                    アイリス   

（中央生涯学習センター） 

（刈谷市） 

 

 

 

 

 

 

メモリー とんがったスタイル 

 文化センター 

（東浦町文化センター） 

（東浦町）  



 

 

 

23 

第４章 定住自立圏における具体的取組 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

⑤大学連携講座の開催 

形成協定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

取組の内容 
大学連携講座を開催し、圏域住民の知識の習得を促進するとともに、圏域住民

の交流の活性化を図る。 

甲の役割 
甲は、甲の開催する大学連携講座について、乙に在住し、在勤し、又は在学す

る者が受講できるようにする。 

乙の役割 
乙は、甲の開催する大学連携講座について、乙に在住し、在勤し、又は在学す

る者に対して周知し、受講の促進を図る。 

 

具体的取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（ａ）大学連携講座開催事業 

関係市町 刈谷市、知立市、高浜市、東浦町 

事業概要 
刈谷市総合文化センターで開催する市民講座の一部について、知立市、高浜市

及び東浦町に在住、在勤又は在学する者が受講できるようにする。 

効果 住民の交流を活性化し、知識の習得に寄与する。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 継続実施 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

158 158 158 158 158 790 

関係市町の 

役割分担 

【刈谷市】 

・大学連携講座を開催するとともに、講座開催に要する費用を負担する。 

【知立市、高浜市、東浦町】 

・大学連携講座の開催について住民等へ周知を行う。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

各種講座年間延べ受講者数 18 人 27 人 
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第４章 定住自立圏における具体的取組 

 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

⑥図書等の相互貸出し 

形成協定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

取組の内容 
図書等の相互貸出しを可能とすることにより、圏域住民の利便性の向上を図

る。 

甲の役割 
甲は、甲が設置する図書館で、乙に在住し、在勤し、又は在学する者の利用登

録を可能とする。 

乙の役割 
乙は、乙が設置する図書館で、甲に在住し、在勤し、又は在学する者の利用登

録を可能とする。 

 

具体的取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（ａ）図書館相互利用促進事業 

関係市町 刈谷市、東浦町 

事業概要 

刈谷市中央図書館、刈谷市富士松図書館については東浦町に、東浦町中央図書

館については刈谷市に在住、在勤、在学する者について、それぞれ図書等の貸

出しができるようにする。 

効果 住民の交流が活性化し、施設利用の利便性が高まる。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 図書等の貸出し 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

― ― ― ― ― ― 

関係市町の 

役割分担 

【刈谷市、東浦町】 

・互いの市町に在住、在勤、在学する者について、図書等の貸出しを行う。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

相互利用登録者数（両市図書館の合計） 2,949 人 3,500 人 
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第４章 定住自立圏における具体的取組 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

（４）その他 

①火葬施設の相互利用 

形成協定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

取組の内容 
火葬施設について相互援助することにより、緊急時における火葬業務の円滑化

を図る。 

甲の役割 
甲は、乙と連携して、火葬施設が災害や故障により使用不可となった場合に相

互利用ができるようにする。 

乙の役割 
乙は、甲と連携して、火葬施設が災害や故障により使用不可となった場合に相

互利用ができるようにする。 

 

具体的取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（ａ）火葬施設相互援助事業 

関係市町 刈谷市、知立市 

事業概要 
刈谷市青山斎園又は知立市逢妻浄苑の火葬施設が災害や故障により使用不能

となった場合、円滑な相互利用が可能となるようにする。 

効果 緊急時において、双方の火葬施設が滞ることなく運営することが出来る。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 緊急時における相互援助体制の維持 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

420 420 420 420 420 2,100 

関係市町の 

役割分担 

【刈谷市、知立市】 

・円滑に相互利用できるよう体制維持を図る。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

相互援助体制の整備及び維持 協定済み 現状維持 
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第４章 定住自立圏における具体的取組 

 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

２ 結びつきやネットワークの強化に関する分野 

（１）公共交通 

①行政バスの広域利用の推進 

形成協定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

取組の内容 
行政バス等の乗換拠点等を整備し、圏域内の移動しやすい路線網を構築するこ

とにより、利用者の利便性の向上を図る。 

甲の役割 
甲は、乙と連携して、主要な施設等への乗り入れ又は結節拠点の整備について

検討を行う。 

乙の役割 
乙は、甲と連携して、主要な施設等への乗り入れ又は結節拠点の整備について

検討を行う。 

 

具体的取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（ａ）コミュニティバス連携促進事業 

関係市町 刈谷市、知立市、高浜市、東浦町 

事業概要 
乗継拠点及び路線再編、また全体路線図の有効活用策等について協議、検討を

行う。 

効果 利用する住民の利便性が向上する。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 連携促進に向けた協議、検討 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

― ― ― ― ― ― 

関係市町の 

役割分担 

【全市町】 

・乗継拠点へ乗り入れするために運行ルートの再編など、関係機関と協議す

る。 

 

  



 

 

 

27 

第４章 定住自立圏における具体的取組 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

（ｂ）コミュニティバス広報活用事業 

関係市町 刈谷市、知立市、高浜市、東浦町 

事業概要 

各市町のバス車内やホームページなどに、関係各市町の全体路線図、バス時刻

表、圏域内で開催される各種イベント及び定住自立圏における取組の啓発ポ

スターなどを掲示する。 

効果 
利用する住民の利便性が向上するとともに、各市町で実施するイベントや圏

域の取組などを周知することが可能となる。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 バス関連情報の掲載及び圏域内各種イベント情報等周知の実施 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

― ― ― ― ― ― 

関係市町の 

役割分担 

【全市町】 

・掲示に関する取り決めなどを協議する。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

バス年間総利用者数（4 市町合計） 1,277,932 人 1,341,580 人 

  

「バスロケーションシステム」 
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第４章 定住自立圏における具体的取組 

 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

（ｃ）刈谷市コミュニティバス「かりまる」運行事業 

関係市町 刈谷市、知立市、高浜市、東浦町 

事業概要 

市民の日常生活に必要な交通手段を確保するため、刈谷市コミュニティバス

「かりまる」を運行し、次の乗継拠点となるバス停で他市町のバスと連結す

る。 

・刈谷駅南口（東浦町） 

・刈谷豊田総合病院（高浜市、東浦町） 

・東刈谷駅北口（知立市） 

・野田新町駅北口（知立市） 

・ウォーターパレスＫＣ（知立市） 

効果 利用する住民の利便性が向上する。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 バスの運行及び乗継拠点での他市町バスとの連結 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

570,700 570,700 570,700 570,700 570,700 2,853,500 

関係市町の 

役割分担 

【刈谷市】 

・運行に要する費用を負担する。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

刈谷市コミュニティバス年間利用者数 734,403 人 752,300 人 

 

 

 

 

                             刈谷市コミュニティバス 

「かりまる」  
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第４章 定住自立圏における具体的取組 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

（ｄ）知立市ミニバス運行事業 

関係市町 刈谷市、知立市 

事業概要 

住民の生活パターンに応じた移動手段確保のため、市内各施設間などを結ぶ

循環バスとして運行し、そのうち刈谷市内バス停である東刈谷駅へ１路線、野

田新町駅及びウォーターパレスＫＣへ１路線が乗り入れする。 

効果 利用する住民の利便性が向上する。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 バスの運行及び刈谷市への乗り入れ 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 785,000 

関係市町の 

役割分担 

【知立市】 

・運行に要する費用を負担する。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

知立市ミニバス年間利用者数 274,030 人 290,180 人 

 

 

 

 

 

 

知立市「ミニバス」 
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第４章 定住自立圏における具体的取組 

 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

（ｅ）高浜市コミュニティバス運行事業 

関係市町 刈谷市、高浜市 

事業概要 
住民の移動手段として、２台を市内でデマンド型（ミーティング・ポイント型）

により運行し、１台を刈谷豊田総合病院へ定時定路線型により乗り入れする。 

効果 利用する住民の利便性が向上する。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 バスの運行及び刈谷市への乗り入れ 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

35,517 35,517 35,517 35,517 35,517 177,585 

関係市町の 

役割分担 

【高浜市】 

・運行に要する費用を負担する。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

高浜市コミュニティバス年間利用者数 16,347 人 28,000 人 

 

 

 

 

 

 

高浜市「コミュニティバス」 
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第４章 定住自立圏における具体的取組 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

（ｆ）東浦町「う･ら･ら」運行事業 

関係市町 刈谷市、東浦町 

事業概要 
住民の移動手段として、ＪＲ緒川駅を拠点に運行し、そのうち１路線は刈谷市

内バス停である刈谷豊田総合病院及び刈谷駅へ乗り入れする。 

効果 利用する住民の利便性が向上する。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 バスの運行及び刈谷市への乗り入れ 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

190,100 199,600 209,500 220,000 231,000 1,050,200 

関係市町の 

役割分担 

【東浦町】 

・運行に要する費用を負担する。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

東浦町「う･ら･ら」年間利用者数 253,152 人 271,100 人 

 

 

 

 

 

 

 

東浦町運行バス 

「う・ら・ら」 
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第４章 定住自立圏における具体的取組 

 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

（２）観光 

①広域観光事業の推進 

形成協定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

取組の内容 
甲、乙及び観光協会等が連携し、圏域の観光案内及び地元物産品等のＰＲを行

うことにより、観光の振興を図る。 

甲の役割 
甲は、乙と連携して、圏域の地域活性化を推進するため、圏域の魅力発信、観

光情報発信等を実施する。 

乙の役割 
乙は、甲と連携して、圏域の地域活性化を推進するため、圏域の魅力発信、観

光情報発信等を実施する。 

 

具体的取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（ａ）出展等交流事業 

関係市町 刈谷市、知立市、高浜市、東浦町 

事業概要 
各市町が開催している催事で相互出展し、特産品等のＰＲや物販を行う。ま

た、鉄道会社などのイベント等と連携する。 

効果 
各市町が他市町の催事等に出展することで、圏域住民の交流が生まれるとと

もに、圏域内のＰＲ効果が期待できる。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 事業実施 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

300 300 300 300 300 1,500 

関係市町の 

役割分担 

【全市町】 

・各市町の催事における相互出展ブース設置に要する費用を負担する。 

・鉄道会社等との連携事業の取りまとめや企画調整を行う。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

年間催事回数 １回 ２回 
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第４章 定住自立圏における具体的取組 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

（ｂ）観光情報発信事業 

関係市町 刈谷市、知立市、東浦町 

事業概要 
紙媒体やＳＮＳ・ホームページなどのＷｅｂ媒体を活用し、体験、グルメなど

テーマ別に情報を集約するなど、３市町一体の観光情報を発信する。 

効果 

各市町に点在する地域資源を効果的に発信することで、圏域市民の交流を促

し、周遊につなげるとともに、圏域外からの新たな来訪者数の増加が期待でき

る。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 
事業実施 

効果検証 

企画検討 
事業実施 効果検証 効果検証 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

1,800 ― 1,800 ― ― 3,600 

関係市町の 

役割分担 

【刈谷市】 

・観光情報の集約、取りまとめ、関係者等との調整を行う。 

【刈谷市、知立市、東浦町】 

・観光情報の提供、事業実施に係る費用を負担する。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

リーフレット等累積配布部数（「るるぶ特別編

集 きぬうら（改訂版）」以降作成分） 
53,447 部 100,000 部 

 

 

 

 

 

衣浦定住自立圏域観光リーフレット 

「きぬうらＷａｌｋｅｒ」 
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第４章 定住自立圏における具体的取組 

 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

（ｃ）オアシス館刈谷活用事業 

関係市町 刈谷市、知立市、高浜市、東浦町 

事業概要 
４市町の情報発信拠点であるオアシス館刈谷において圏域の観光情報を発信

する。また、より効果的な活用策について協議・検討を行う。 

効果 
圏域の情報発信機能の強化が図られ、圏域の情報量のスケールメリットを活

かすことができる。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 情報発信・協議 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

― ― ― ― ― ― 

関係市町の 

役割分担 

【刈谷市】 

協議事項の取りまとめ、必要に応じて関係者等との調整を行う。 

【全市町】 

方策案の検討、類似施設の調査、必要に応じた費用を負担する。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

会議年間開催回数 2 回 ２回 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             刈谷ハイウェイオアシス内 

                             「オアシス館刈谷」  
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第４章 定住自立圏における具体的取組 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

（３）その他 

①道路及び河川の整備の推進 

形成協定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

取組の内容 
圏域の道路及び河川の整備に関する協議を行い、圏域生活の利便性及び防災機

能の向上を図る。 

甲の役割 
甲は、乙と連携して、圏域の道路及び河川に関し、必要な協議及び関係機関へ

の要望に努め、整備の推進を図る。 

乙の役割 
乙は、甲と連携して、圏域の道路及び河川に関し、必要な協議及び関係機関へ

の要望に努め、整備の推進を図る。 

 

具体的取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（ａ）道路河川整備促進事業 

関係市町 刈谷市、知立市、高浜市、東浦町 

事業概要 
圏域内で計画されている道路、河川の整備に関し、必要な協議及び関係機関へ

の要望を行い、整備の促進を図る。 

効果 圏域生活の利便性及び防災機能が向上する。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 協議、要望 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

― ― ― ― ― ― 

関係市町の 

役割分担 

【全市町】 

・協議を行い、関係機関への要望の実施 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

要望会、勉強会等の実施回数 30 回 28 回 

 



 

36 

第４章 定住自立圏における具体的取組 

 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

３ 圏域マネジメント能力の強化に関する分野 

（１）共存協働 

①ボランティア活動等の支援体制の構築 

形成協定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

取組の内容 
情報の一元化、団体交流会等を通し、ボランティア活動等の活性化及びボラン

ティア活動団体間の相互交流を図る。 

甲の役割 
甲は、乙と連携して、市民ボランティア活動情報サイトを管理運営し、及びイ

ベント等を開催する。 

乙の役割 
乙は、甲と連携して、市民ボランティア活動情報サイトを管理運営し、及びイ

ベント等を開催する。 

 

具体的取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（ａ）ボランティア活動情報サイト活用事業 

関係市町 刈谷市、知立市、高浜市、東浦町 

事業概要 ボランティア活動情報サイトを共有することで情報の一元化を図る。 

効果 
広域のネットワークが構築され、圏域内の情報、人材交流が可能になるととも

に、ボランティア活動などが活性化する。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 情報サイトの運用 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

1,573 1,600 1,600 1,600 1,600 7,973 

関係市町の 

役割分担 

【刈谷市】 

・情報サイトの維持管理を行い、その運用管理に要する費用を負担する。 

【全市町】 

・情報サイトの運営を行い、各市町間における情報連携の強化を図る。 

・各市町などで使用するＩＤに要する費用を負担する。 

・システム改修などに伴う費用負担については、その都度協議する。 
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第４章 定住自立圏における具体的取組 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

（ｂ）ボランティア活動団体相互交流事業 

関係市町 刈谷市、知立市、高浜市、東浦町 

事業概要 

ボランティア活動情報サイトＰＲイベントの共催を通して各市町のボランテ

ィア活動団体の連携を深める。また、ボランティア活動団体相互交流イベント

を企画、実施する。 

効果 

ボランティア活動情報サイトの周知を図ることで、住民のボランティア活動

への参加意欲が高まる。また、圏域内のボランティア活動センターやボランテ

ィア活動団体が交流、連携することで、より多様で効果の高いボランティア活

動を行うことができる。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 ボランティア活動情報サイトＰＲイベント共催等 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

― ― ― ― ― ― 

関係市町の 

役割分担 

【全市町】 

・イベントの企画、運営を共同で行う。 

・圏域内のボランティア活動団体のコーディネーターの役割を担う。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

ボランティア活動情報サイト登録団体数 884 団体 960 団体 
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第４章 定住自立圏における具体的取組 

 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

（２）その他 

①職員合同研修会の開催 

形成協定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

取組の内容 
合同で研修会を開催することにより、新たな行政課題に対して広域的な視点で

対応できる人材の育成を図る。 

甲の役割 甲は、乙と連携し、職員合同研修会を開催する。 

乙の役割 乙は、職員合同研修会の開催に協力する。 

 

具体的取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（ａ）職員合同研修実施事業 

関係市町 刈谷市、知立市、高浜市、東浦町 

事業概要 関係市町合同による職員合同研修会を実施する。 

効果 

研修を通じて職員の交流が図られるとともに、効率的に研修が実施できる。 

また、広域連携に係る内容や地域における共通の課題に係る内容の研修を合

同で実施することにより、更なる広域連携の推進に向けた検討につなげるこ

とができる。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 
・衣浦定住自立圏共生ビジョン推進講演会の開催 

・職員合同研修の実施 

 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

2,100 1,800 2,100 1,800 2,100 9,900 

関係市町の 

役割分担 

【刈谷市】 

・職員合同研修及び衣浦定住自立圏協定ビジョン推進講演会を開催するとと

もに、開催に要する経費を負担する。 

【知立市、高浜市、東浦町】 

・職員合同研修会開催にあたり運営補助をする。 
 
 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

職員合同研修及び定住自立圏共生ビジョン推

進講演会年間延べ参加者数 
396 人 400 人 
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第４章 定住自立圏における具体的取組 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

②共同調達の推進 

形成協定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

取組の内容 
圏域内における備品等を共同で調達することにより、自治体事務の効率化やコ

ストの削減を図る。 

甲の役割 
甲は、乙と連携して、各種分野における共同調達について、効果的な取組を研

究し、推進する。 

乙の役割 
乙は、甲と連携して、各種分野における共同調達について、効果的な取組を研

究し、推進する。 

 

具体的取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（ａ）共同調達推進事業 

関係市町 刈谷市、知立市、高浜市、東浦町 

事業概要 
圏域住民生活における利便性等の向上や自治体事務の効率化、コストの削減

を図るため、物品やシステム等の共同調達について協議、検討する。 

効果 
住民生活の利便性等が向上するとともに、自治体事務の効率化やコストの削

減を図ることができる。 

取組内容 

（スケジュール） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 共同調達の実施に向けて協議、検討。 

事業費 

（千円） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 計 

― ― ― ― ― ― 

関係市町の 

役割分担 

【全市町】 

・共同調達の実施に向けて、協議、検討を行う。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

指標 
基準値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

共同調達の累計実施件数 2 件 3 件 

 



 

40 

第５章 衣浦定住自立圏のあゆみ 

 
 

 

第４章 計画の推進 
 

第３章 基本理念と 

第５章 衣浦定住自立圏のあゆみ 

１ 中心市宣言 

 

中心市の要件を満たす市が、周辺にある市町村と連携・協力して、生活に必要な都市機能

の確保、生活の利便性向上や地域の魅力づくりを進めるために中心的な役割を担う意思を有

することを明らかにするものです。 

刈谷市は、平成 22 年４月１日に中心市宣言を行いました。 

 

２ 定住自立圏形成協定 

 

定住に必要な生活機能を整備し、地域の活性化を図るために、「生活機能の強化」、「結びつ

きやネットワークの強化」、「圏域マネジメント能力の強化」の観点から連携する取組やその

取組ごとの中心市と構成市町村との役割分担を明示するために、中心市と構成市町村が１対

１で締結する協定です。 

 刈谷市と知立市、高浜市、東浦町は、平成 23 年３月 30 日に定住自立圏形成協定調印式を

行い、協定の締結を行いました。 

 

平成 23 年３月 30 日 刈谷市と知立市、高浜市、東浦町それぞれと定住自立圏形成協定を

締結 

令和  ３年４月  １日 刈谷市と知立市、高浜市、東浦町それぞれと定住自立圏形成協定を

再締結 

 

３ 衣浦定住自立圏共生ビジョン 

 

刈谷市、知立市、高浜市及び東浦町が、密接に連携、協力し、圏域全体の安心感や

利便性の向上を図ることなどを目的に、圏域の将来像や連携して推進する具体的取組

について定めたものです。 

 
平成 24 年３月 衣浦定住自立圏共生ビジョンを策定 

平成 29 年３月 衣浦定住自立圏共生ビジョン（改訂版）を策定 

令和３年 10 月 第２次衣浦定住自立圏共生ビジョン（前期ビジョン）を策定 

令和８年 3 月  第２次衣浦定住自立圏共生ビジョン（後期ビジョン）を策定
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